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行政対象暴力に関するご相談
　警察や暴追センターでは、暴力団等による違法または不当
な行為に関する対応要領などについてアドバイスをしています。
　警察や暴追センターにご相談ください。
　職員個人に対する暴力団等による不当な要求行為等に関する
相談にも応じます。
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京都府暴力追放運動推進センター

大阪府暴力追放推進センター

暴力団追放兵庫県民センター

奈良県暴力団追放県民センター

和歌山県暴力追放県民センター

鳥取県暴力追放センター

島根県暴力追放県民センター

岡山県暴力追放運動推進センター

暴力追放広島県民会議

山口県暴力追放運動推進センター

徳島県暴力追放県民センター

香川県暴力追放運動推進センター

愛媛県暴力追放推進センター

暴力追放高知県民センター

福岡県暴力追放運動推進センター

佐賀県暴力追放運動推進センター

長崎県暴力追放運動推進センター

熊本県暴力追放運動推進センター

暴力追放大分県民会議

宮崎県暴力追放センター

鹿児島県暴力追放運動推進センター

暴力団追放沖縄県民会議

北海道暴力追放センター

青森県暴力追放県民センター

岩手県暴力団追放推進センター

宮城県暴力団追放推進センター

暴力団壊滅秋田県民会議

山形県暴力追放運動推進センター

福島県暴力追放運動推進センター

茨城県暴力追放推進センター

栃木県暴力追放県民センター

群馬県暴力追放運動推進センター

埼玉県暴力追放・薬物乱用防止センター

千葉県暴力団追放県民会議

暴力団追放運動推進都民センター

神奈川県暴力追放推進センター

新潟県暴力追放運動推進センター

山梨県暴力追放運動推進センター

長野県暴力追放県民センター

静岡県暴力追放運動推進センター

富山県暴力追放運動推進センター

石川県暴力追放運動推進センター

福井県暴力追放センター

岐阜県暴力追放推進センター

暴力追放愛知県民会議

暴力追放三重県民センター

滋賀県暴力団追放推進センター

暴力団相談電話一覧表

011-271-5982

017-723-8930

019-624-8930

022-215-5050

018-824-8989

023-633-8930

024-533-8930

029-228-0893

028-627-2600

027-254-1100

048-834-2140

043-254-8930

03-3291-8930

045-201-8930

025-281-8930

055-227-5420

026-235-2140

054-283-8930

076-431-8930

076-247-8930

0776-28-1700

058-277-1613

052-883-3110

059-229-2140

077-525-8930

075-451-8930

06-6946-8930

078-362-8930

0742-24-8374

073-422-8930

0857-21-6413

0852-21-8938

086-233-2140

082-228-5050

083-923-8930

088-656-0110

087-837-8889

089-932-8930

088-871-0002

092-651-8938

0952-23-9110

095-825-0893

096-382-0333

097-538-4704

0985-31-0893

099-224-8601

098-868-0893



01 02暴力団の勢力 暴力団の勢力

　暴力団構成員及び準構成員等（以下「暴力団構成員等」
といいます。）の数は、平成27年末現在46,900人で、前年
と比べ、6,600人減少しました。うち、暴力団構成員の数は
20,100人で、前年に比べ2,200人減少し、準構成員等の
数は26,800人で、前年に比べ4,400人減少しました。

注：暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等
を行うことを助長するおそれがある団体」（暴力団対策法第 2 条第 2 号）の
ことをいいます。

　暴力団は、その時々の社会情勢の変化に対応しながら巧みに資金獲得活動を行っており、資金獲得犯罪も、暴力団の威
力をあからさまに示す形態だけでなく、各種企業活動を利用したもの、公的給付金制度を悪用したもの、一般の経済取引を
装うもの、政治・社会活動を仮装するものなど、多様化しています。
　警察では、暴力団の資金獲得活動を把握し、各種経済取引や各種業、資格等から暴力団等を排除するなど、戦略的な資金
源の遮断を進めています。

放火された飲食店

賭博の摘発

◎資金獲得犯罪の取締り

2 暴力団構成員等の状況 　

暴力団の勢力

3  暴力団構成員等の検挙状況 

1 平成27年における主な暴力団情勢とその対策

■ 暴力団構成員及び準構成員等の推移

4 指定暴力団の状況 
指定暴力団分布図（22団体）

■ 暴力団構成員等の罪種別検挙人員（平成27年）
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※総数、構成員数及び準構成員等の数は概数です。

　8月末に指定暴力団六代目山口組傘下の直系組長13人が離脱し、神戸山口組を結成したことを受け、組織分裂に伴う対立抗争事
件の防遏と組織の弱体化を図るため、両団体に対する取締りや警戒の強化、関連情報の収集等を推進しています。
　分裂を受け、相互の切り崩しが活発に行われ、全国各地で両団体間における事件やトラブルが散見されていることから、警察で
は、引き続き両団体の動きを最大限の注意を持って把握し、火種となるような事件の検挙を徹底するなどして、抗争を防遏するとと
もに、この機会に両団体に対する取締り等を徹底し、その弱体化を図ることとしています。
　さらに、近年、特に暴力団情勢が緊迫している福岡県においては、工藤會に対する集中
的な取締りにより、団体役員親族に対する組織的殺人未遂事件や上納金をめぐる所得税
法違反事件等で工藤會総裁等の幹部を立て続けに検挙するなどしています。今後も、取
締りや資金源対策を更に強化するとともに、離脱支援や離脱者の社会復帰対策を更に推
進していくこととしています。
　このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に
対する暴力団情報の提供と保護対策の強化等に取り組んでいます。

あつ

あつ

覚せい剤
取締法
5,618人

（26.0％）

その他
5,326人

（24.6％）

恐喝 1,042人（4.8％）

詐欺
2,281人

（10.5％）

傷害
2,596人

（12.0％）

窃盗
2,121人

（9.8％）
暴行 1,115人（5.2％）

脅迫 592人（2.7％）

賭博 515人（2.4％）

殺人 115人（0.5％）
ノミ行為等 27人（0.1％）

強盗 295人（1.4％）

検挙人員
21,643人

※本表の「名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表する者」、「勢力範囲」、「構成員数」は、平成27年末
　のものを示している。ただし、浪川会の「名称」については、名称変更公示日（28年2月5日）のもの
　を、神戸山口組の「名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表する者」については、指定公示日（28年
　4月15日）のものを示している。
※平成27年末における全暴力団構成員数（約20,100人）に占める指定暴力団構成員数及び神戸
　山口組構成員数（約19,200人）の比率は95.5％である。
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五代目工藤會
（勢力範囲：３県）
（構成員数：約470人）
福岡県北九州市小倉北区神岳1-1-12
代表する者　野村　悟

六代目会津小鉄会
（勢力範囲：１道１府）
（構成員数：約140人）
京都府京都市下京区東高瀬川筋
上ノ口上る岩滝町176-1
代表する者　馬場　美次

七代目合田一家
（勢力範囲：３県）
（構成員数：約100人）
山口県下関市竹崎町3-13-6
代表する者　金　教煥

五代目浅野組
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約90人）
岡山県笠岡市笠岡615-11
代表する者　中岡　豊

道仁会
（勢力範囲：４県）
（構成員数：約550人）
福岡県久留米市京町247-6
代表する者　小林　哲治

二代目親和会
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約40人）
香川県高松市塩上町2-14-4
代表する者　良　博文

太州会
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約140人）
福岡県田川市大字弓削田1314-1
代表する者　日高　博

三代目福博会
（勢力範囲：3県）
（構成員数：約160人）
福岡県福岡市博多区千代5-18-15
代表する者　金　寅純

浪川会
（勢力範囲：１都５県）
（構成員数：約250人）
福岡県大牟田市上官町2-4-2
代表する者　朴　政浩

三代目俠道会
（勢力範囲：５県）
（構成員数：約110人）
広島県尾道市山波町3025-1
代表する者　渡邊　望

五代目共政会
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約180人）
広島県広島市南区南大河町18-10
代表する者　守屋　輯

四代目小桜一家
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約70人）
鹿児島県鹿児島市甲突町9-1
代表する者　平岡　喜榮

旭琉會
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約390人）
沖縄県沖縄市上地2-14-17
代表する者　富永　清

双愛会
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約190人）
千葉県市原市潤井戸1343-8
代表する者　塩島　正則

稲川会
（勢力範囲：１都１道16県）
（構成員数：約2,700人）
東京都港区六本木7-8-4
代表する者　辛　炳圭

住吉会
（勢力範囲：１都１道１府15県）
（構成員数：約3,200人）
東京都港区赤坂6-4-21
代表する者　西口　茂男

極東会
（勢力範囲：１都１道13県）
（構成員数：約750人）
東京都豊島区西池袋1-29-5
代表する者　曺　圭化

松葉会
（勢力範囲：１都１道８県）
（構成員数：約720人）
東京都台東区西浅草2-9-8
代表する者　荻野　義朗

六代目山口組
（勢力範囲：１都１道２府40県）
（構成員数：約6,000人）
兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1
代表する者　篠田　建市

神戸山口組
（勢力範囲：１都１道２府32県）
（構成員数：約2,800人）
兵庫県淡路市志筑88-1
代表する者　井上　邦雄

二代目東組
（勢力範囲：府内）
（構成員数：約160人）
大阪府大阪市西成区山王1-11-8
代表する者　滝本　博司

九代目酒梅組
（勢力範囲：府内）
（構成員数：約30人）
大阪府大阪市西成区太子1-3-17
代表する者　吉村　三男

京
都

神奈川

大
阪
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もに、この機会に両団体に対する取締り等を徹底し、その弱体化を図ることとしています。
　さらに、近年、特に暴力団情勢が緊迫している福岡県においては、工藤會に対する集中
的な取締りにより、団体役員親族に対する組織的殺人未遂事件や上納金をめぐる所得税
法違反事件等で工藤會総裁等の幹部を立て続けに検挙するなどしています。今後も、取
締りや資金源対策を更に強化するとともに、離脱支援や離脱者の社会復帰対策を更に推
進していくこととしています。
　このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に
対する暴力団情報の提供と保護対策の強化等に取り組んでいます。

あつ

あつ

覚せい剤
取締法
5,618人

（26.0％）

その他
5,326人

（24.6％）

恐喝 1,042人（4.8％）

詐欺
2,281人

（10.5％）

傷害
2,596人

（12.0％）

窃盗
2,121人

（9.8％）
暴行 1,115人（5.2％）

脅迫 592人（2.7％）

賭博 515人（2.4％）

殺人 115人（0.5％）
ノミ行為等 27人（0.1％）

強盗 295人（1.4％）

検挙人員
21,643人

※本表の「名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表する者」、「勢力範囲」、「構成員数」は、平成27年末
　のものを示している。ただし、浪川会の「名称」については、名称変更公示日（28年2月5日）のもの
　を、神戸山口組の「名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表する者」については、指定公示日（28年
　4月15日）のものを示している。
※平成27年末における全暴力団構成員数（約20,100人）に占める指定暴力団構成員数及び神戸
　山口組構成員数（約19,200人）の比率は95.5％である。
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五代目工藤會
（勢力範囲：３県）
（構成員数：約470人）
福岡県北九州市小倉北区神岳1-1-12
代表する者　野村　悟

六代目会津小鉄会
（勢力範囲：１道１府）
（構成員数：約140人）
京都府京都市下京区東高瀬川筋
上ノ口上る岩滝町176-1
代表する者　馬場　美次

七代目合田一家
（勢力範囲：３県）
（構成員数：約100人）
山口県下関市竹崎町3-13-6
代表する者　金　教煥

五代目浅野組
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約90人）
岡山県笠岡市笠岡615-11
代表する者　中岡　豊

道仁会
（勢力範囲：４県）
（構成員数：約550人）
福岡県久留米市京町247-6
代表する者　小林　哲治

二代目親和会
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約40人）
香川県高松市塩上町2-14-4
代表する者　良　博文

太州会
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約140人）
福岡県田川市大字弓削田1314-1
代表する者　日高　博

三代目福博会
（勢力範囲：3県）
（構成員数：約160人）
福岡県福岡市博多区千代5-18-15
代表する者　金　寅純

浪川会
（勢力範囲：１都５県）
（構成員数：約250人）
福岡県大牟田市上官町2-4-2
代表する者　朴　政浩

三代目俠道会
（勢力範囲：５県）
（構成員数：約110人）
広島県尾道市山波町3025-1
代表する者　渡邊　望

五代目共政会
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約180人）
広島県広島市南区南大河町18-10
代表する者　守屋　輯

四代目小桜一家
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約70人）
鹿児島県鹿児島市甲突町9-1
代表する者　平岡　喜榮

旭琉會
（勢力範囲：県内）
（構成員数：約390人）
沖縄県沖縄市上地2-14-17
代表する者　富永　清

双愛会
（勢力範囲：２県）
（構成員数：約190人）
千葉県市原市潤井戸1343-8
代表する者　塩島　正則

稲川会
（勢力範囲：１都１道16県）
（構成員数：約2,700人）
東京都港区六本木7-8-4
代表する者　辛　炳圭

住吉会
（勢力範囲：１都１道１府15県）
（構成員数：約3,200人）
東京都港区赤坂6-4-21
代表する者　西口　茂男

極東会
（勢力範囲：１都１道13県）
（構成員数：約750人）
東京都豊島区西池袋1-29-5
代表する者　曺　圭化

松葉会
（勢力範囲：１都１道８県）
（構成員数：約720人）
東京都台東区西浅草2-9-8
代表する者　荻野　義朗

六代目山口組
（勢力範囲：１都１道２府40県）
（構成員数：約6,000人）
兵庫県神戸市灘区篠原本町4-3-1
代表する者　篠田　建市

神戸山口組
（勢力範囲：１都１道２府32県）
（構成員数：約2,800人）
兵庫県淡路市志筑88-1
代表する者　井上　邦雄

二代目東組
（勢力範囲：府内）
（構成員数：約160人）
大阪府大阪市西成区山王1-11-8
代表する者　滝本　博司

九代目酒梅組
（勢力範囲：府内）
（構成員数：約30人）
大阪府大阪市西成区太子1-3-17
代表する者　吉村　三男
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